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Indirect Tax Alert 

マレーシア税関当局によるペナルティ免除プログラム 

 

 

日系企業の皆様 

 

2023 年２月２８日配信の【Deloitte Tax】ニュースレターでお伝えさせていただい

たとおり、マレーシア税関当局（RMCD）から多くの会社に、未払いの納税請求

書（BOD）に対するペナルティ免除の連絡がありました。当時はまだ何も公表され

ておらず非公式なものでしたが、この度、RMCD は、このプログラムを正式に公表し

ました。公表はこちらのマレーシア語のみです。 

 

これは、2023 年度国家予算案で発表されたスペシャル ボランタリー ディスクロー

ジャー プログラム（SVDP）とは別のスキームであることにご留意ください。

SVDP2.0は、より広範な範囲に及ぶと予想されており、その詳細については、まだ

発表が待たれます。 

 

本プログラムの詳細は以下のとおりです。 

 

• プログラム期間: 2023 年 2 月 1 日 から 2023 年 9 月 30 日 

• 対象となる税: 物品サービス税（GST）、売上税およびサービス税 2.0

（2018 年 9 月以降のもの） 、旅行税、出国税 

• 提供されるインセンティブ: 

 

RMCD に支払うべき金

額 

RMCD への既納付額割合 ペナルティー/サー

チャージの免除 税金 ペナルティー・サーチ

ャージ 

税金、ペナルティーとサー

チャージ 

100% 0% 100% 

http://www.customs.gov.my/ms/Banner/PORTAL%20INSENTIF%20PENGURANGAN%20PENALTI.jpg


税金とペナルティー 100% 0% 100% 

税金とサーチャージ 100% 0% 100% 

ペナルティとサーチャージ 0% 10% 90% 

 

• 対象資格: 

- プログラム期間内に全額を納付する必要がある。 

- 発行された BOD は、2022 年 12 月 31 日以前の課税期間のもので

あること。 

- 受理された裁判案件がある事業者の場合、このプログラムで RMCD

が提供するインセンティブを受けるには、裁判の担当官に書面申請

し、定められた条件に従う必要がある。 

- 未払い金の分割払いの承認を受けた事業者も対象。 

- 決定・終結した裁判については、裁判所が決定が同じ課税期間に関

連する場合、事業者はこの免除の対象とならない。 

 

未納の BOD を解消しようとする事業者は、このプログラムを利用して、ペナルティと

サーチャージの免除措置を享受することをお勧めします。ただし、このオファーは現在

未払いの BOD がある納税者のみが対象であることにご注意ください。したがって、

未納の間接税に関してボランタリーディスクロージャーを希望しているが、既存の

BOD を持たない企業は、この免除措置の対象ではありません。対象外となる納税

者は、2023 年 6 月に開始される予定の SVDP 2.0 を待つ必要があります。 

 

お問合せ 

ご不明点がございましたら、下記、日系企業サービスの渡又は、秋元までご連絡下さ

い。また、英語配信版をご希望の方は山本までご連絡下さい。 
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services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Bengaluru, Hanoi, Hong 
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